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公益社団・財団法人代表理事殿

2013年度夏季の節電及び省エネルギー対策に関する取組について(依頼)

平素より民間による公益活動の推進に御尽力いただいていることに対し敬意を表

します。

府益担第4784号

平成 25年5月20日

さて、 2012年度冬季の節電対策につきまして、皆様におかれましては多大な

御協力をいただきありがとうございました。皆様の御協力もあり、電力需給の大き

なひっ迫を招くこともなく、 2012年度冬季を無事乗り切ることができました。

内閣府大臣官房公益法人行政担当室長

(公印省略)

一方、政府として、これから電力需給が高まっていく夏季の対策として平成25

年4月26日に開催された政府の電力需給に関する検討会合において「2013年

度夏季の電力需給対策について」(参考1)を決定するとともに、同決定に基づき、

同日付で策定した「2013年度夏季の政府の節電の取組について」(参考2)に

おいて、政府においては、節電対策に率先して取り組むことにより、現在定着して

いる節雷の取組の確実な実施を図り、節雷要請期間・時間帯※の使用電力の抑制に

努めることとしています。

また、同日、省エネルギー・省資源対策推進会議において「夏季の省エネルギー

対策について」(参考3)が決定され、国、地方公共団体、事業者及び国民が一体

となった省エネルギーに関する取組をより一層推進することとしています。

政府及ぴ電力会社においては、夏に向け引き続き供給力の確保に最大限の努力を

してまいります。全国の公益社団・財団法人の皆様には、無理のない範囲で、「2

013年度夏季の電力需給対策について」を参考に、節電及び省エネルギー対策に

御協力をお願い申し上げます。

※ 2013年(平成 25年) 7月1日から 9月30日まで(8月13日から 15日までを除く)の

日の9時から20時まで
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(問合せ先)

内閣府大臣官房公益法人行政担当室

担当:田淵(電話:03-54船一952わ

ノ戸



匪亘亟

東日本大震災から2年を経て、電力需給の状況は改善しつつある。しかし、ほ

とんどの原子力発電所が停止する中で、火力発電所の定期検査の繰り延ベや

過負荷運転の実施、長期停止火力の再稼働、緊急設置電源の設置といった緊

急避難的な対策や国民各層の節電努力などに大きく依存してきナニ。

2013年度夏季の電力需給対策について

二のような中、2013年度(平成 25年度)夏季の電力需給見通しについて、経

済産業省の総合資源エネルギー調査会総合部会の下に設置した「電力需給検

証小委員会」1こおいて、2013年3月22日から4月23日までの合計4回にわた

叺第三者の専門家による検証を行っナニ。

現在、我が国は緊急経済対策をはじめとする経済再生に向けた様々な取組を

行い、生産や消費など経済動向に明るい兆しが出始めているところ、国民生活

及び経済活動ヘの影響を極力回避しつつ、電力需給検証小委員会の検証結果

を踏まえて、2013年度夏季の電力需給対策を決定する。

平成25年4月26日

電力需給に関する検討会合

1.2013年度夏季の電力需給見通し

参考1

2013年度夏季の電力需給は、2010年度夏季並の猛暑となるりスクや直近の

経済成長の伸び、企業や家庭における節電の定着などを織り込んだ上で、いず

れの電力管内でも電力の安定供給に最低限必要な予備率訊以上を確保できる

見通しである。

他方、9電力管内(北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、関西電力、

北陸電力、中国電力、四国電力及び九州電力)において、大規模な電源脱落等

が発生した場合には電力需給がひっ迫する可能性※もあり、引き続き予断を許さ

ない状況である。

<2013年8月の電力需給見通し>
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※仮に、中部及び西日本において、2013年度夏季ピーク時に過去5年間で最大級の電源脱
落('644 万kⅧが生じた場合、随時調整契約の発動及ぴ周波数変換装置(FO)を通じた

東日本からの融通を行っても、中部及び西日本の予備率は2.1%となる。

2.2013年度夏季の電力需給対策の基本的考え方

年度夏季の電力需給対策を行うに当たっての基本的考え方を以下に示2013

す。

①2013年度夏季の需給見通しは、国民各層による節電の定着を前提として
いる。そのため、この定着分について確実な節電の実施を図る。

②その際、国民生活、経済活動等ヘの影響を極力回避する。

③大規模な電源脱落等により、万がー、電力需給がひっ迫する場合ヘの備
えとして、需給両面での対策を講じる。

3.2013年度夏季の需給対策

2.を踏まえ、9電力管内について、以下の需給対策を行う

(1)節電要請(数値目標を設けない)

①現在定着している節電の取組が、国民生活、経済活動等ヘの影響を極力
回避した無理のない形で、確実に行われるよう、節電を要請する。但し、

具体的な数値目標は設けない。節電要請にあたっては、被災地、高齢者

や乳幼児等の弱者、熱中症等ヘの健康被害に対して、配慮を行う。

※2013年度夏季の各電力会社管内における定着節電は、2010年度最大電力比で
以下の数値を見込んでいる。これらは節電を行うに当たっての目安となる。

北海道電力管内'63%東北電力管内'3.8%東京電力管内'10.5%

中部電力管内'4.0%関西電力管内'8.フ%北陸電力管内'4.0%

中国電力管内'3.6%四国電力管内'5.2%九州電力管内'8.5%

②節電要請期間・時間

2013年7月1日(月)から 2013年9月30日(月)までの平日け二だし、8月

13日(火)から 15日(木)までを除く)の 9:00 から 20:00 までの時間帯とす

る。

③政府は、需要家の節電を促進するため、事業者及び家庭向けに具体的な
節電メニューを提示する。併せて、電力会社は、電力需給状況や予想電

力需要についての情報提供等を積極的に行う。
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(2)需給ひっ迫ヘの備え

大規模な電源脱落等により、万がー、電力需給がひっ迫する場合ヘの備えと

して、以下の対策を行う。

①電力会社は、発電所等の、計画外停止のりスクを最小化するため、発電
設備等の保守・保全を強化する。

②電力会社は、電力需給のひっ迫が予想される場合に、自家発事業者から
の追加的な電力購入を行えるよう準備する。政府は、自家発電の活用を

図るため、設備の増強や余剰電力の電力会社ヘの売電を行う事業者に

対して、設備や燃料費の補助による支援を行う。

③卸電力取引所において、幅広い供給者が取引所に参加することで広域的

かつ機動的な電力調達が可能となるような新たな仕組みを整備する。

④電力会社は、随時調整契約等の積み増し、アグリゲーター知やネガワット
取引地の活用その他のディマンドリスポンス等、需要面での取組の促進

を図る。

⑤上記の対策にもかかわらず、電力需給のひっ迫が予想される場合には、
政府は、「需給ひっ迫警報」や「緊急速報メール」を発出し、一層の節電を

要請する。

※1:アグリゲーターは、事前に契約している複数の需要家の電力需要を一括して制御し、遠

隔操作や手動制御によって空調、照明などの需要を削減する。

※2:需要家による節電量を供給量と見立て(ネガワット)、需給ひっ迫が想定される場合に、
需要サイドの負荷抑制による節電分を入札等により確保する仕組み。
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2013年度夏季の政府の節電の取組について

「2013年度夏季の電力需給対策について」(平成25年4月26日電力需給

に関する検討会合決定)に基づき、政府においては、以下の対応を行うこ

ととする。

(1)基本的な方針

2013年度(平成25年度)夏季の電力需給は、いずれの電力管内でも

電力の安定供給に最低限必要な予備率3%以上を確保できる見通しで

あるが、これは、国民各層による節電の定着、'を前提としている。そこ

で、政府においては、以下の(2)(3)の取組を含む節電対策に率先

して取り組むことにより、現在定着している節電の取組の確実な実施を

図り、節電要請期間・時間帯托の使用最大電力の抑制に努める。

参考2

平成25年4月26日

内閣官

*1 2010年度(平成22年度)最大電力比で以下の数値を見込んでいる

北海道電力管内'6.3%東北電力管内'3.8%東京電力管内'10.5%

中部電力管内'4.0%関西電力管内'8.フ%北陸電力管内'4.0%

中国電力管内'3.6%四国電力管内'5.2%九州電力管内'8.5%

* 2 2013年(平成25年) 7月1日から 9月30日まで(8月13日から 15日までを

除く)の平日の9時から20時まで

(2)節電に係る具体的取組

具体的な節電の取組事項については、昨夏の各府省における取組や

「夏季の節電メニュー(事業者の皆様)」(平成 25年4月経済産業省)

を参考にしつつ実施する。

房



(3)独立行政法人、公益法人及ぴ地方公共団体ヘの取組の波及

独立行政法人及び公益法人については、所管府省から、昨夏の各府省

における取組や「夏季の節電メニュー(事業者の皆様)」(平成 25年4

月経済産業省)を参考にしつつ使用最大電力の抑制を実施するよう要請

する。

また、地方公共団体に対し、上記「夏季の節電メニュー(事業者の皆

様)」を参考にしつつ使用最大電力の抑制を実施するよう奨励する。



東日本大震災を契機とする電力供給不足に対し、これまで政府において夏季及び冬季に

電力需給対策が取りまとめられ、供給力の確保に最大限の努力をしてもなお電力需要と供

給力にはギャップが発生するととが懸念される管内において、節電目標を示して節電を要

請し、事業者、家庭がそれぞれ節電に取り組んだところである。 2013年度夏季につい

ては、各地域とも最低限必要とされる3%以上の予備率は確保できる見通しであり、政府

として、本年4月26日、「2013年度夏季の電力需給刻策について」を決定した。

他方、省エネノレギーについては、持続的な取組もまた重要である。オイノレショック以降、

エネルギー消費量が大幅に増加した民生部門(住宅・ビノレ)を中心としたエネルギー需要

の増大ヘの対策が大きな課題となっている。また、新興国の経済発展による世界的なエネ

ルギー需要の増大等を背景として、化石燃料の市場価格の上昇圧力が高まっていることに

より、エネルギー市場が不安定化し、国民生活全般に対して大きな影響を与えるようにな

つている。さらに、世界は地球避測ヒという共通の脅威に直面しており、この解決に向け

て長期間の国際的な嚇且が必要である。

このような状況の中、政府においては、住宅・ビルの省エネルギー対策及て絵業の電力

ピーク刻策の円滑化のため、エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を

改正する等の法律案を、また、地球温"爰化対策の一層の推進を図るため、地球1脚爰化対策

の推進に関する法律の一部を改正する法律案を今通常国会に提出するとともに、本年3月

15日、地球温暖化対策推進本部に給いて、「当面の地球温暖化対策に関する方針」を決定

した。

さらに、本年4月2日に、電力の安定供給を確保すること、電気邪、金を最大限抑制する

こと、需要家の選択肢や事業者の事業機会拡大を目的とした「電カシステムに関する改革

方針」を閣議決定し、改革の第一段階として、広域的運営の推進のための措置を講じると

ともに、需給ひっ迫ヘの備えを強化する等のため、電気事業法の一部を改正する法律案を

今通常国会に提出したところである。

従来より、本会議においては、エネルギーの需要が増大する夏季及び冬季に、省エネル

ギーの重要性を確認、し、取組を浸透させるため、省エネルギー対策を決定し、政府自らの

斑且を確認、するとともに、各方面に省エネルギーへの取組を呼て曄卜けてきた。 2013年

度夏季についても、電力需給対策に積極的に取り組む必要が高く、また、省エネルギー対

策においても、電力需給対策として決定される事項については重複を避けつつも、電力需

給対策と一体となる形で、省エネルギー対策を決定することにより、国、地方公共団体、

夏季の省エネルギー対策について

平成25年4月26日

省エネルギー・省資游附策推進会議省'庁連絡会議決定

参考3

、、ー、
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事業者及び国民が一体となった省エネルギーに関する取組をより一層推進することとする。

1.産業界等に対する周知及ぴ協力要請

以下に掲げる事項について、産業界等(関係団体、関係業界、地方公共団体及びNP

0等)に対し、事業者及て嫁庭等に省エネルギー・節電の呼びかけを行うよう、協力を

要請する。

また、本年4月26日に決定された「2013年度夏季の電力需給対策について」に

おいて提示された「夏季の節電メニュー(事業者の皆様)」及び「夏季の節電メニュー

(ご家庭の皆様)」に沿った騒且を行うことが重要であり、これらが省エネルギーの取

組と一体となるものとして推進されるよう、これらについて併せて協力を要請する。

その際、無理のない範囲で省エネルギー・節電に取り組むべき旨を併せて周知する。

1.工場・事業場関係について

①工場・事業場における省エネ法に基づくエネルギー竺理の実施

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づく適切なエネルギー

管理を実施するほか、一層の省エネルギーを進めるため、以下に掲げることを実施

すること。

・事業者全体としての管理体制の整備、責任者の配置及て陥'エネ目標に関する取組

方針等の策定を通じて、省エネルギーを推進すること。

・省エネ法の判断基準に基づく設備の管理標準の策定・実施など、適切なエネルギ

一管理を実施すること。

なお、省エネ法に基づく手続等の詳ネ肌こついては、資源エネノレギー庁のホームペ

ージを参照すること。

[参照]資源エネルギー庁ホームページ(事業者向け省エネポータルサイト)

http ://WWW. eneoho. meti.宮0. jp/'PO]ioy/enterprise/index. html

②自主的な省エネルギーへの取組の推進

一般社団法人日本経済団体連合会の経団連イ氏炭素社会実行計画の刻象者にあって

は、その実現に向け、工場・事業場において技術的に最高水準の省エネルギー機器・

設備の導入及ひ殷備のきめ細かな運転の管理等により、省エネルギーへの聯且を徹

底して推進すること。

同計画の対象外の者においても、自主的・計画的に省エネルギーへの取組を徹底

して推進すること。
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2.ビル・住宅関係について

①主宅・ビノレ等の省エネノレギー対応

住宅、ビノレ等の新築、増改築、改修等に当たっては、外壁・窓等を通しての熱の

損失の防止を図るため、省エネ法に基づく住宅及び建築物の省エネルギー基準を踏

まえ、断烈井オの利用、設計・施工上の工夫による梨頃荷の低減など的確な設計及び

施工を行うこと。積極的な工二住宅の新築や凶熱改修等のエコリフォームに努める

こと。

また、ディマンドリスポンスに対応した時間帯別・季節別の電気邪、金メニューが

選択できる場合はその活用に努めるとともに、エネルギー使用機器を最適に制御す

るエネノレギーマネジメントシステム(BEMS ・ HEMS等)の導入により、需要

をスマートにコントローノレするエネノレギーマネジメントの実施に努めること。

ビノレ等においては、省エネ診1折やESC0診断等を活用し、より高効率な設備・

機器の導入や適切な運転が去の見直し等により、省エネルギー化を進めること。

②エネルギー消交率の高い機器の選択・1 入

家電機器、 OA1鰐&等のエネルギー消費機器の購入に当たっては、省エネ法に基

づくトップランナー基準の達成状況を示す省エネルギーラベル[図1]及び国際エネ

ノレギースターロゴ[図幻の表示、また、政府、事業者等が提供するエネノレギー消費

効率に関する情報[参照2]を参考としつつ、省エネルギー性能の高い機器の選択に

努めること。選択に当たっては、初期投資負担を伴うものの、これが中長期スパン

で回収できることに留意すること。

特に、エアエン、冷蔵庫、テレビ、照明、電気便座の購入に当たっては、省エネ

ルギーラベルによるトップランナー基準の達成状況のみならず、より省エネ陛能の

高い製品を選択する観点から、統一省エネルギーラベノレ[図3]による5段階の省工

ネ性能表示に留意し、省エネルギー性能の高い製品の選択に努めること。

消費者による上記取組を促すため、エネルギー消費機器の製造・輸入事業者・小

売事業者(通信販売等を行う事業者も含む)は、省エネルギーラベル、国際エネル

ギースターロゴ、統一省エネノレギーラベノレの表示により、機器のエネノレギー消費効

率を消費者にわかりやすく示すとともに、機器がエネルギー消費の削減にどのよう

に役立つのか、どのような使い方が最もエネノレギー使用量が少ないかについてきめ

細かな情報提ι北に努めること。

[参照1]資源エネルギー庁ホームページ(家庭向け省エネポータルサイト)

http://WW、V. enecho. meti.宮0. jp/'PO]icy/'general/
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[参照2]資源エネルギー庁ホームページ(省エネ型製品情報サイト)

https://seihinjyoho. go. jp/

省エネ茎竿這威堆

154%

[図2]国際エネルギースターロゴ

罰睡量塞ユ010覧武

[図1]省エネルギーラベル(例)
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3.運輸関係について
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①運輸分野における省エネ法に基づくエネルギー管理の実施
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貨物(旅客)輸送事業者及て瑞主においては、省エネ法の判断基準に基づく取組

方針の策定など、適切なエネルギー管理を実施すること。
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きる限り鉄道、バス等の公共交通機関を利用すること。また、近距離の移動につい

ては、徒歩や自転車での移動を図ること。

道路交通混雑の緩和のための時差通勤の促進に積極的に取り組むこと。
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するエネルギー消費効率に関する情報を参考として、環境性能に優れた自勵車(エ
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貨物輸送に際しては、輸配送の共同化等による積載効率の向上、鉄道や内航海運

といった大量輸送機関の積極的活用等、物流の効率化を図ること。
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④エコドライブの実践

自動車を利用する場合には、エ=ドライブ10のすすめ(ふんわりアクセル、減

速時は早めにアクセルを雜す、ムダなアイドリングはしない、タイヤの空気圧を適

正に保つ等)の実践、交通渋滞の軽減に資するシステムの利用(VICS及びIT

Sスポットサービスの活用等)等とともに、自動車の利用をできる限り控えること

により省エネルギーに努める。また、バイオマス燃料等1且室効果ガスの排出の少な

い燃料の選択、使用に努めること。

4.その他

① IS050001の導入

PDCAサイクルによるエネルギー効率のネ佳続的向上等を達成するため、エネル

ギー管理システム規格(1S050001)の導入を検討すること。

[参照]資源エネルギー庁ホームページ住S050001ポータルサイト)

http://W冊. enecho. meti. go. jp/policy/is050001/index. html

②省エネルギーに資する事業活動の合理ヒ及U溌業等の意識向上

事業者等においては、事務の見直し等により残業を削減する等、省エネルギーに

資するような事業活動の合理化に努めること。

従業員等に対し、省エネルギーに関する知識や技能を身につけ、自ら省エネルギ

ーを実践するための研修・シンポジウム等ヘ参加する機会を提ι北するよう努めるこ

と。

、言、

③地域における各機関の連等

地域の特性を踏まえた省エネの聯且を推進するため、ブロック単位で設置された

地域エネルギー・温暖化対策推進会議などを通じて、各地域の政府機関、地方公共

団体、経済団体、消費者等との清報共有・連携を図ること。

Ⅱ.政府としての取組

政府としては、自らが率先して一層の省エネルギーを進める観点から、「省エネルギ

一国民運動の強化について」(平成19年11月29日、省エネルギー・省資源対策推

進会議決定)に基づき各種騒且において、関係府省庁間の連携強化に努めつつ、以下に

掲げる事項等を着実に実施するとととする。具体的には、「当面の地球温暖化対策に関

する方針」(平成25年3月15日、地瑛脚爰化対策推進本部決定)において、「政府は、
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新たな地球温暖化対策計画に即した新たな政府実行計画の策定に至るまでの間におい

ても、現行の政府実行計画に掲げられたものと同等以上の聯且を推進する」とされてい

ることから、従来の「京都議定書目標達成計画」及び「政府がその事務及て陣業に関し

1昼室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画(政府の剣テ計

画)」に基づく騒且と同等以上の斑且を進めるとともに、「国等による環境物品等の調達

の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づく基本方針及び「国等における温室

効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(以下「環境配慮契約法」

という。)」に基づく基本方針等を踏まえることとする。また、地方公共団体等に対し同

様の聯且を行うよう強く協力を要請する。

また、「2013年度夏季の電力需給対策について」を踏まえながら、エネルギーの

使用の合理化に関する法律(以下、「省エネ法」という。)の適切な運用に努めるととも

に、節電要請期間・時間帯を通じた使用電力の抑制にも積極的に取り組む。

1.庁舎関係について

①庁舎等の省エネルギーヒに向けた対応

地方支分部局を含めた庁舎や公務員宿舎の整備に当たっては、太陽光発電、高効

率照明、高効率給湯器、高効率空,凋機、燃料電池、低放射複層ガラスや二重窓等の

高断熱窓・ガラス、高性能断禦財等のエネルギー消費効率を改善するための設備・

機器等を可能な限り幅広く導入し、省エネルギー化に努めること。なお、導入する

設備・機ヨΞ等の選択に当たっては、中長期スパンでの投資回収にも留意すること。

庁舎で使う燃料についてもバイオマス燃料、都市ガス等の1晨室効果ガスの排出の

少ない燃料の選択、使用に努めること。

②グリーン庁舎の整備及び調達

建築物の計画から建設、運用、廃棄にいたるまでのライフサイクルを通じた環境

負荷の低減に配慮した「グリーン庁舎」の整備を推進すること。また、必要に応じ

て省エネルギー診断を実施し、省エネルギー化を重点的に実施するなど、省エネル

ギーに資する適正な施設の運用管理を徹底すること。

建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、環境酉論、契約

法の基本方針を踏まえ、原則として1且室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容を

含む技術提案を求め、総合的に勘案して最も優れた技術提案を行った者を特定する

方式(環境酉誠型プロポーザル方式D を採用すること。

③庁企の簡

地方支分部局を含めた庁舎の省エネルギー化を進めるため、既にグリーン診断が

ESC0診断の "゛ 実施
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行われている場合も含め、早急に簡易ESCO (En吐部 SorⅦoocomP飢y)診断を

実施し、可能な限りESC0事業の導入を検討すること。なお、検討に当たっては、

環境配慮契約法により国庫債務負担行為について10年に延長されたことに留意す

ること。

2.設備・機ヨ邑関係について

①空.凋に関すること

・冷房中の室温は28゜Cを徹底すること。

・ブラインドで日射を遮り換気量を適切に調整するなど、エネルギー消費について

きめ細かな管理を行うとと。なお、コンピューター室の冷房についても、エンピ

ユーターの性能が確保できる範囲内で可能な限り設定温度を調整するなどの適正

な運用に努めること。

・執務室で1夬適に過ごせるよう「クール・ビズ」を励行するとともに、熱中症を予

防するための対策等について周知すること。

②照明に関すること

・照明は、業務上特に必要な照度を確保しつつ大幅に削減し、使用していない箇所

の消灯を徹底すること。

・廊下・ロビーなど共用部分についても、業務に支障のない範囲で消灯を実施する

・庁舎等で使用している白熱電球については、特段の支障がない限り原則的に全廃

し、 LED電球や電球形蛍光ランプ等に切替え、蛍光灯器具についても旧型はL

ED照明器具等のより消費電力の少ないものへの切替えを推進すること。なお、

切替えに当たっては、中長期スパンでの投資回収にも留意すること。

・水金艮灯やメタノレハライドランプを使用している場合は、セラミックメタノレハライ

ドランプへの切替えを推進すること。

③電気機器等に関すること

・席を長時間外す際にはパソコンをこまめにシャットダウンするほか、節電ソフト

等によりディスプレーの輝度を落とし、またスリープモード等を活用すること。

・プリンタ、コピー機、 FAXについても、スリープモードを最大限活用し、使用

頻度の少ない又は使用していないOA槻&のプラグはこまめに抜いて、業務に支

障のない範囲で待機電力を削減すること。

・電気ポットやコーヒーメーカー等の使用は極力控えること。

・暖房便座、1昼水洗浄便座の保温機能を停止すること。

7・
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・執務室で使用する冷蔵庫等は、大幅に集約し、数を削減するとともに、エネルギ

ーを多く消費する旧式のものの廃止又は買換えを計画的・重点的に進め、買換え

に当たっては、事業者等が提ι此するエネルギー消費効率に関する情報を参考とし

つつ、より省エネルギー性能の高い機器を選択すること。これらの機器の新規の

購入の際も同様とすること。

・庁舎内の冷水器や自動販売機の設置台数を見直すとともに、省エネルギー性能の

トップランナー基準を満たしている自動販売機を設置すること。

・自動販売機の照明を消すよう要請すること。

3.自動車関係について

①低公害公用車・次世代自動車の導入促進

・一般公用車については低公害車の導入比率100%を維持するとともに、一般公

用車以外の公用車についても、次世代自動車も含めた数値目標を掲げて低公害車

化を図ること。

・入札に付する契約については、購入価格及び環境性能を総合的に調西し、最も優

れた者と契約する等、環境酉Ξ慮契約法の基本方針を踏まえ契約を締結すること。

・電気自動車等の次世代自動車については率先導入すること。

②公用車のナ率的利用と自転車の

・公用車等の効率的利用等を図るとともに、併せて職員及び来庁者に自動車禾1」用の

抑制・効率化を呼び掛け、公共交通機関の利用を推進すること。

・霞が関の中央官庁において、毎月第一月曜日は公用車の使用を原則自粛する「霞

が関ノーカーデー」を実施し、公用車の共同利用等の対策に重点的に取り組むと

と。

・有料道路を利用する公用車については、 ETC車載暑ヨを設置するとと。

・〕重転手及て岡哉員ヘの省エネルギー運転講習の実施などを通じて、エコドライブ1

0のすすめ(ふんわりアクセル、減速時は早めにアクセルを籬す、ムダなアイド

リングはしない、タイヤの空気圧を適正に保つ等)の積極的な実践を推進するこ

と。

・自転車の共同利用を積極的に導入するとともに、利用しやすいよう手続等の酉礁、

をすること。

極的利用
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4.省エネルギーの普及啓発等について

①省エネルギー教育の充実

子ι北等の若年層が、エネルギー問題と社会経済システムやライフスタイルとの関

わりについて理角¥を深め、省エネルギーに向けた行動を実践する態度を身に付けら

れるよう、学習機会や広報の充実を図るとともに、学校、企業等に対し、子供等の

若年層が省エネルギーの重要性についての理解を深めることができるような場の提

供等について協力を求めること。

②省エネルギー型ライフスタイルの定着

・国民にとって省エネルギーが、我慢、節制という消極的なイメージ(生活像)で

はなく、 21世紀における新しい積極的なライフスタイルであるというイメージ

の構築を図ること。

・食生活、ファッション、住環境等の行動様式等について、パンフレットや出前i蒜

座等による情報提ι此を通じて、その実践・普及を図るなど、省エネルギーが積極

的に受け入れられるような意識の醸成を図り、省エネルギー型の新しいライフス

タイルの定着を図ること。

③イベント等における省エネルギー及びグリーン電力活用ヘの取組

政府が主催するイベント等の実施に当たっては、会場の冷房温度を適正に保ち、

省エネルギーに努めるとともに、民間に委託して行う際には、併せて可能な限りグ

リーン電力の活用に努めること。また、政府が後援等をする民間のイベント、会議

等についても、同様の取組が行われるよう促すごと。

④各府省庁による普及広報活動

各府省庁は、別紙の「夏季の省エネルギーに関する各府省庁の普及広報活動」を

中心として、幅広く普及活動に努めること。

5.その他

①電気供給契約における環丹配慮

電気の供給を受ける契約のうち、入札に付する契約については、入札に参加する

者に必要な資格として、1且室効果ガス等の排出の程度を示す係数及て肉環境ヘの負荷

のイ氏減に関する取組の状況(再生可能エネルギーの導入状況、未禾1」用エネルギーの

活用状況等)を定めた上で、上記資格を満足する者の中から落木堵を決定する方式

(裾切り方式)を活用する等、環境配慮契約法の基本方針を踏まえ契約を締結する

こと。
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②ヒートアイランド対策の推進における連携

ヒートアイランド現象は、地域性が強い問題であり、かつ広範な社会・経済活動

と結びついていることから、ヒートアイランド対策の推進においては、地方公共団

体、事業者、住民など関係者と十分に連携しながら、対策を進めていくとともに、

地琳且暖化対策、都市政策、交通政策、エネルギー政策等、関連する分野との連携

を図り、地域全体のヒートアイランド軽減に向けて取り組むこと。

③エネルギー使用量の把握及て臓員の意識向上

フロア等の空,凋、照明等のエネルギー使用量を適切に把握し、エネルギー使用機

器を最適に制御するため、ビルエネルギーマネジメントシステム田EMS)の導

入・活用を検討するとともに、把握したエネルギー使用量を、エネルギーの使用者

である職員向けに適切な形で公開するなどして、職員の省エネルギーへの実践意識

を高めるよう努めること。

以上の政府としての取組の措置を講ずることにより、国の各行政機関におけるエネル

ギー使用量を前年度夏季(6月~9月)比で削減するように努めること。また、その効

果を把握し、その後の対策にいかすため、アンケート調査等により実施状況のチェッ

ク・アンド・レビューとその公表を行う。
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0夏季の省エネルギーに関する各府省庁の普及広報活動

内

省 庁

閣

総

府

務

吻脊広報を通じ、夏の省'工才、ノレギーの普及広報活動を行う。

ホームペ一3褐載を通じ、省工才ゾレギーの普及イ盾竺を図る。

関係団侶斗こ対し、夏季D省、才、ノレギー対策の一屑吋艶について野討る。

省

法

1.'晴報圖言産業の関鯏田体割こ対し、テレワーク等の情報耐言技術を活用した充酬t替や自動市交通の円捌ヒ物游'の,劇酬ヒナよど省工才、ルギーに資する情報捌言

利用の普及に努めるとともに、省工才ゾレギーの一層の周会断削或を図るよう要請する。

2.道路苑蛋情報のきめ細かな収集と適切な提"塒により交通流の円滑化を図り、省工才、ルギーを実践ずるため、3メディア対1謬!VICS対応直載機の普
及促進を図る。

3.唖季U治工才、ルギー刈策について」 G聾ぎ会^について、本浩けヨ、ナ1セ方支分苛蛎禁1こ対し、周会口することにより、省工才ゾレギーの普及促進を図る。

務

外

省

実

1.^'内、証E方支辨刷司割こ対し唖季殆'工才、ルギー剣策について」鯉縮会ゑ歎畑αオ俊嵐こ努めるよう周ま所筋民を図るとともに本右杓のポスター掲示、

ホームページ掲載等を通じ、省エネノレギーの普及広報に努め、省エネノレギ」鳶哉の定着及U渓践を図る。

務

施

財

省

務

す

1.^杓、関儒a1体等に対し暖季の省'工才ゾレギー剣策について」 G聾昔会^の重要世汲て村艶の周臭所髄氏を図るとともに、オ譜'内の掲示等を通じ、省

エネノレギーの普及広報に努め、省工才、ノレギー意識の改革及て峡践を図る。

文部科学省

省

る

1.嘆季U浩、薪"ゾレギー対策について」

進を図る。

厚生労働省

及

1.教育委員会及び関係機関等に対し、唖季α渚'工才ゾレギー文環について」 G聾絵議決胸αオ侮竺に努めるよう周失けることにより、普及促進を図る。

2.「夏駒兆'工才、ノレギー刻策について」 6重絡会^、学識搬1こ北吋る省'=才、/Lギア対策について侮甜、'畷罰及て洋佼1串ける名'工才、ノレギー点検チェッ

クリストのホームペーこ司樹或を通じ、省工才、ルギーの普及イ匙雄を図る。

広 報

1.^'内及び地方支分部局ヘの周知をはじめ、「省エネ総点検の日」に向けて、関係団体等を通じ、省工才、ノレギーの周知に努め、また、普及広報活動も

含め協力を依頼する。

2.建築物環境'衛生管理技引賭講習会において、ビルの智迎業務における省工才、ルギー対策に関する講義を行う。

活

G斬ぎ会^について、ネ治内、ガ"カ^てN到評団体等1こ対し、周生吋ることにより、省工才、ルギ→^及促

動

偶1卵却
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省

農林水産省

庁

f

1.農卜際^に対し、パンフレットの酉飾やインターネットによる情報提供、関係、団体等を通じて、農市",k産業における省工才、ノレギー対策にっいて普

及広報を行う。

2.農業老',等に対して、生産弓暢における省エネルギー型農業技術の周失所訓或を図る。

3.洛業者等に対して、繰舟叔)経濁東度での運行、機関の適正な保守点検等の省'工才、ルギー対策について浄、協系統広報誌インターネットによる情報提供

等を通じて普及促進活動を行う。

4.食ドトの輸送に伴う燃料の消費抑制」にも資するため、a価彰也消の描隹の普及啓発活動を行う。

経済産業省
1.i^及ぴ"妨経澗童業^こおいてパンフレッ陌許、ホームペ一S司榊だ等を通じ、省工才、ノレギーの普及促進を図るとともに、関俳団似蒔を通じ省工才、ルギ

ーの周知徹底を図るよう要請する。

2.民問団材解を通じて、

(D 機を&の工才ゾレギー消費効率等をわ力町やずく一贈肖費者1こ示ナ「省'工才、'性能カタログ」を作成・酉諦デ手る。

②エコドライブの実践力法を広く情幸膳是"けると共に、講習会及て轍習会を実施する。

(3)その他、新聞広報、ホームページ、インターネット等による省工才、ルギー広報の強化を図る。

3.グリーン物游〆ートづへーシップ会議の活動櫛臣じ、物流の効馴埒の嚇且みの普及・膨くを呼びかける。

実 施

国土交通省

す る

1.側)建築環境・省エネルギー機構を通じ、省コ才、ノレギー基準やその計算方1去等に関する講習会を開催するとともに、建築吻の総合的な環鬪生能を評

価できる出且みであるC朋B寵の普及を図る。

2.鋳首事業者に対し、省工才、ルギーに関するポスターを掲示する等広報に努めるように要請ナる。

3.ホームペーこ弓局載等により、ガソリン自動市の燃費一覧の清報提供を行う。

4.グリーン両辧Fゾ{ートづへーシップ会詣刀活動櫛臣じ、物流の効馴ヒ等の嚇且みの普及・拡ナくを呼び力斗ナる。

5.}聯「陣業者のグリーン経営(環境負荷の少なV、^営)描隹のための陟'リーン経営推進マニュアノレ」伯動車海事及び倉庫関係事業者向け)の配

布、講習会の剤崔等を行う。

6.勢艮渋滞の軽減に資するシステムとして、全国の高遠首路上で開始されたITSスポットリ、ービス等の普及0雄を図る。

及 広 報 活 動
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省

環

庁

境 省

防

1.経沙i.界をはじめとする各界と連携しながら、名種メディアを有機杓に用いて、ナ也鯛品明ヒ4売機捗吠t兄を伝えるとともに「6つのチャレン功をはじめとする

具体杓な温鬪ヒ防止の行動の実践を促,出臓1局岡ヒ防止の国騎噂hを推進する。

2.省工才、ルギー・省C02につながる新しいライフスタイノレYI:叫猛換共若'工才、ルギJ須保の敵墾当1~1)買換えなどを呼例梨ナる。

3,6月1日から9月30日までの間、政府はもとより、自1台体、民間企業、名号漉に対して、「スーパークーノレビズ」の実践の呼びかけを実施し、政府
及び民間は28での室品を目途にした、適切な冷房倒羽を普及する。

衛 省

警

1.^'及び針k方支^偏並〔Nこ関鯏玉佛附し唾季殆'0υ?、ルギー対策について」 6斬"会議^の資弁陀酉許し、その重劃畦汲て陥'工才、ノレギーの意義を周
会断棚氏するとともにポスター、貼り級刎昌ヨ誇鼠省工才、ノレギー刻策の普及を図る。

2.当省の環境保全の嚇且、家庭でできる省工才、ノレギー対策等について省OA掲力"板に掲載することにより、職員に対し周知を図る。

3.序舎内に設憲昆度等のポスターを掲示することにより省工才、ノレギー対策を周知する。

察

金

実

庁

消費者庁

1.「夏季の省エネノレギー剖策について」 G車絡会議決鴬について、本庁内、都絢奇県警察、関係、団体等に対し周知することにより、省エネルギーの普

及促進を図る。

2.交臣需要マネジメント加藤等、省工才ゾレギーに資する施策詳雌の普及広報に努める。

3.燃ドト1韻:^.ひ乞酬ヒ炭剥闇鮒嚇麺親励追、エコドライブの五肆御^を徹軍生ずる。

融

施

復

庁

す

1

興

唖季U渚'工才、ルギー刈策について」陣絡会^について、勾き杓、関係団体等1こ対し周まけることにより、省工才、ルギーの普及U謎を図る。

1

る

省工才、ルギ「刀普及促進や、1韻,4話1こ関ずる情報列言の際に省工才ゾレギ「τ趣旨・意'鋤ミ反映されることを図るため、

6^について、巾勾期叫司^る。

庁
1 嘆:季切省'工才ゾしギー刻策について」 6車絡会議訣廻について、郊庁内及て略復興局等1こ対し周ま吋、ることにより、省工才、ルギ→刀普及心雌を図る。

及 広 報 活 動

「夏季殆、こ才、ノレギー刈策について」
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